
エコドライブは一般的に 20%近く車の燃費が向上すると言われています。

エコドライブに関心のある方、ガソリン代を節約したい方のご応募をお待ちしています。

◇モニター期間

平成２４年１１月～平成２５年３月（約５ヶ月間）

◇定員

12 名（定員を超えた場合は抽選）

原則、1 世帯１台／事業所は５台まで

◇対象者

岡崎在住の個人または岡崎市に事業所を有する事業者で次の条件を満たす方

①普通運転免許証所持者

②エコドライブを習得し、実践する意志のある方

③返却時にアンケートを提出いただける方

④市が貸出す瞬間燃費計の装着可能な車を有する方（燃費計登載車両所有者も可）

※対応車種の確認はこちらでも致します。

◇貸出しする瞬間燃費計 【燃費マネージャー／型式 FCM－2000Ｗ】

装着方法：運転席近辺にある故障診断コネクタに挿しこむだけです。

装着可能な自動車はこちらで確認いただけます。【 http://www.techtom.co.jp/ 】

◇申込方法

①氏名（ふりがな） ②郵便番号・住所 ③電話番号

④所有する車のメーカー・車種 ⑤型式（車検証をご覧ください）

上記必要事項を記入のうえ、Eメール、はがき、FAX または直接ご提出ください。

◇申込期限 平成２４年１０月１７日（水）必着

岡崎市役所環境総務課地球温暖化対策班（福祉会館５階）

〒444-8601 岡崎市十王町二丁目９番地

「エコドライブモニター係」まで

FAX：0564-23-6536 Eメール：ondankataisaku@city.okazaki.aichi.jp



◇注意点

(1)瞬間燃費計の安全かつ適正な使用・管理に努めること。

(2)瞬間燃費計を故意に損傷し、又は汚損しないこと。

(3)瞬間燃費計を転貸し、又は目的外に使用しないこと。

(4)不正な利用、それを助けるような行為又はその他法令に違反する行為は行わないこと。

(5)瞬間燃費計に故障等が発生した場合は、直ちに使用を中止し、届け出ること。

(6)瞬間燃費計の貸出しは無償とする。ただし、貸出し期間中の管理及び自動車維持に要する費用又

は借受者の故意又は重大な過失による損傷、汚損及び紛失した場合の現状回復に要する費用は借

受者の負担とする。

(7)貸出した瞬間燃費計により何らかの損害、障害を負っても、市は賠償責任を負わないものとする。

(8)瞬間燃費計の取付け時及び装備中の運転時等における事故等については、市は賠償責任を負わな

いものとする。

(9)運転中に燃費計を凝視、操作を行うなど事故に繋がる行為は厳禁とし、安全運転及びエコドライ

ブに心がけるものとする。

(10)貸与した燃費計の取付け及び取外しは自己責任で行い、運転に支障のないように取付け作業を

行うこと。

(11)貸与期間が終了した場合は速やかに返却し、返却時にはエコドライブ結果表（アンケート）を

提出すること。

(12)瞬間燃費計の郵送での受渡しも行います（郵送による返却は、送料をご負担いただきます）。

エコドライブは単に省エネだけを目的とした運転ではありません。

車の流れを妨げない、安全運転に心がけることが必要です。

★本事業は、平成 25 年度岡崎版エコポイント制度対象事業です。

（エコポイントの申込みは岡崎市に在住の方のみとなります。）

岡崎市役所 環境総務課 地球温暖化対策班

〒４４４－８６０１ 岡崎市十王町２丁目９番地

電 話：０５６４－２３－６６８５

ＦＡＸ：０５６４－２３－６５３６

Ｅメール：ondankataisaku@city.okazaki.aichi.jp


